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平成３０年４月２日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

総務課・高齢者支援課 

・振興課・老人保健課 
 

介 護 保 険 最 新 情 報 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 総務課・高齢者支援課・振興課・老人保健課 

今回の内容 
 

「労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文

書の様式を定める件等の一部を改正する告示」の公布につい

て 

計３６枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111  (内線 3919、3971 

FAX : 03-3595-2490        3937、3949) 
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平 成 30 年 ３ 月 30 日 
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各指定都市市長 殿 

中核市市長 

 
厚 生 労 働 省 老 健 局 長 
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「労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件等の一部を改正する

告示」の公布について 
 
 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

本日、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律

第 52 号）の施行等に伴い、「労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定

める件等の一部を改正する告示（平成 30 年厚生労働省告示第 180 号）」が公布され、平成 30 年４月

１日より施行することとしていますので、貴職におかれましては、これを御了知いただくとともに、

市町村（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し周知をお願いいたします。 




















